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所在地 燕市吉田西太田１９３４番地
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燕市新商品新技術開発支援事業補助金実績報告書

　　　年　月　日付け燕商第　  号で交付決定のあった補助対象事業を完了しましたので、燕市新商品新技術開発支援事業補助金交付規程第10条の規定により下記書類を添付し、事業の実績を報告します。

　　　　１　 事業報告書

　　　　２　 事業経費明細書

　　　　３　 その他事業関係書類

別紙１

燕市新商品新技術開発支援事業　事業報告書【開発支援補助金】

　　年　　月　　日 提出

	事 業 名
	●●●●●の開発

	· 実施状況

	※事業の開始から完了までの日程を事業項目に従って記載してください。




	· 事業成果

	※事業成果について、図面、図表又は写真等も含めて詳細に記載してください。




	【特許又は実用新案の登録の出願状況について】

	※該当がある場合のみ記入して下さい。




	· 企業状況

	※事業成果は詳細に記載してください。また企業化する見込み、時期・商品の価格等も詳細に記載してください





別紙２

燕市新商品新技術開発支援事業　経費明細書【開発支援補助金】
	経費区分
	計画額
（税抜き）
	支払金額各計
（税抜き）
	備　　　　考
	補助金額
（補助対象経費の1/2）

	謝金
	500,000
	500,000
	技術指導の謝金
	250,000

	費用弁償
	200,000
	200,000
	（東京－燕三条間）交通費＋宿泊費　２名分　×５回
	100,000

	設備導入費
	2,000,000
	2,000,000
	●●加工機　１，４００万円÷７（耐用年数）
	1,000,000

	設備借上費
	100,000
	100,000
	１２，５００円／月×８カ月（補助対象期間）
	50,000

	原材料費
	300,000
	300,000
	▲▲▲購入費等
	150,000

	外注加工費
	100,000
	100,000
	▲▲▲テスト加工費等
	50,000

	委託費
	100,000
	100,000
	▲▲▲試験費等
	50,000

	調査費
	100,000
	100,000
	他社製サンプル購入費
	50,000

	人件費
	1,000,000
	1,000,000
	２，０００円／時×２５０時間×２名
	500,000

	旅費
	12,000
	12,000
	高速バス利用料　1名分
	6,000

	その他経費
	100,000
	100,000
	知的財産権取得申請費用
	50,000

	合　計
	4,512,000
	4,512,000
	
	2,256,000


※各経費項目記載の経費について、経費支払状況表を作成し根拠書類を添付してください。
経費支払状況表　【開発支援補助金】

【経費区分：原材料費】

	番号
	経費内訳
	支払金額
	支払先名
	支払方法
	備考

	
	
	
	
	口座振込
	小切手
	手形
	

	1
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材（SUS304）
	250,000
	㈱○○ｽﾃﾝﾚｽ
	○
	
	
	

	2
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材（SUS304）
	500,000
	㈱○○ｽﾃﾝﾚｽ
	
	
	○
	

	3
	六角ボルト
	1,000
	㈱△△△商店
	
	○
	
	

	4
	アルミ板（900×900）
	100,000
	㈱□□□金属
	
	
	○
	

	5
	○○テープ
	80,000
	㈱△△△商店
	○
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


事業の開始から完了までの日程を事業項目に従って記載してください。





事業成果について、図面、図表又は写真等も含めて詳細に記載してください。別紙で添付していただいても可。





該当がある場合のみ記入してください。





事業成果は詳細に記載してください。また企業化する見込み、時期・商品の価格等も詳細に記載してください。





記　入　例





●支払方法は必ず銀行振込、小切手、自己振出の�約束手形のいずれかの方法で行ってください。


※現金による直接支払、回し手形（裏書譲渡）による支払、相殺払いは行わないでください。





●小切手、手形による支払の場合は、事業終了日までに必ず銀行口座からの出金を完了して下さい。





●支払の添付書類（根拠書類）として、請求書・振込受領書・手形、小切手の耳、当座勘定照合表等のそれぞれ写しを必ず提出してください。





●根拠書類（請求書等の写し）に番号を付け、その番号ごとに支払項目を記載して下さい。





●助成対象物件との混合払いはできる限り行わないで下さい。


　事情により混合払いをせざるを得ない場合は、市役所担当へご連絡頂き、その指示に従ってください。





●飲食等の賄費、消費税及び地方消費税、銀行等への振込み手数料、国庫に納入される経費は補助の対象外となります。








